
    

  

 

第 11 回 上川流域協議会 要旨（案） 

 

日時：平成 16 年 3 月 25 日（木） 18:30～21:00 

場所：長野県諏訪合同庁舎 ５階 講堂 

 

議 事 内 容 

提言書の起草委員会が作成した提言書（案）を基に、提言の内

決 定 事 項 

・ 起草委員会が作成した提言書（案）を協議会出席者全員一致

・ 『上川「河川整備計画」策定にあたっての提言』を長野県治水

提出した。 

・ 提言書に記載したとおり、ワーキンググループを設け議論を進

の議論の内容は、協議会に報告し、流域協議会で議論してい

・ 下流域ワーキンググループ（ＷＧ１）については、Ａ区間の

４月１２日に開催する。 

・ 提言書の〈Ａ区間における検討事項〉の記述内容は、今後会

プで検討する。 

・ 提言書に書かれていない具体的な内容はワーキンググルー

ンググループの新設・再編成も考える。 

【配付資料】 

・上川「河川整備計画」策定にあたっての提言（案） （資料

・会員からの意見等     （資料

・上川流域協議会提言（素案）に対する会員からの意見等 （資料

その他 
＜今後の予定について＞ 

・ ワーキンググループの申込締め切りを４／１０とし、そ

込書と提言書を送付する。 

・ 平成１６年４月２２日（木）に次回の流域協議会を開催
第１２回上川流域協議会 資料－１
容について議論。 

で承認した。 

・利水対策推進本部 本部長宛に

めていく。ワーキンググループで

く。 

計画に調整を要するため先行し、   

員の意見も含めワーキンググルー

プで検討し、必要に応じて、ワーキ
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-2） 
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れに間に合うよう、会員全員に申

する。 


